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(57)【要約】
【課題】故障の低減を図ることのできる洗車機を提供す
る。
【解決手段】被洗浄車両ＣＡに対して前後に相対移動す
る洗車機本体１と、洗車機本体１に設けられて被洗浄車
両ＣＡの洗浄または乾燥を行う洗車具４と、洗車具４を
昇降させる昇降部２５とを備え、昇降部２５が上下に配
される一対のスプロケット２６、２７と、スプロケット
２６、２７に巻き掛けられるチェーン２９と、下方のス
プロケット２６に取り付けられるとともに自重によりチ
ェーン２９に所望の張力を付与する錘部３４とを有した
。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被洗浄車両に対して前後に相対移動する洗車機本体と、前記洗車機本体に設けられて被
洗浄車両の洗浄または乾燥を行う洗車具と、前記洗車具を昇降させる昇降部とを備え、
　前記昇降部が上下に配される一対のスプロケットと、前記スプロケットに巻き掛けられ
るチェーンと、下方の前記スプロケットに取り付けられるとともに自重により前記チェー
ンに所望の張力を付与する錘部とを有したことを特徴とする洗車機。
【請求項２】
　前記錘部の重心の鉛直上方に前記スプロケットが配されることを特徴とする請求項１に
記載の洗車機。
【請求項３】
　前記スプロケットと前記錘部とを連結する複数のロッドと、前記洗車機本体に設けられ
て前記ロッドを上下に案内する案内部とを有したことを特徴とする請求項１又は２に記載
の洗車機。
【請求項４】
　前記案内部が前記ロッドを嵌挿する複数の孔部を有することを特徴とする請求項３に記
載の洗車機。
【請求項５】
　前記スプロケットの軸方向が前記洗車機本体の移動方向に直交し、前記錘部が前記スプ
ロケットの直径よりも前記洗車機本体の移動方向に長いことを特徴とする請求項１～４の
いずれかに記載の洗車機。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、回転ブラシまたは送風ノズルをチェーンにより昇降させる洗車機に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来の洗車機は特許文献１に開示されている。この洗車機は被洗浄車両に対して前後方
向に移動させる洗車機本体を備えている。洗車機本体は左右の対向する２つのスタンド部
と、スタンド部の上端を連結する天井部とを有して被洗浄車両を跨いで門型に形成される
。
【０００３】
　洗車機本体には昇降部により昇降されるトップブラシが設けられる。昇降部は左右のス
タンド部にそれぞれ設けられる上下一対のスプロケットと、スプロケットに巻き掛けられ
たチェーンとを有している。上方の各スプロケットは左右に延びるシャフトにより連結さ
れ、シャフトには昇降モータが接続される。左右のチェーンにはそれぞれ保持部材が設け
られる。
【０００４】
　トップブラシは軸方向を水平方向に配され、一方の保持部材にトップブラシの一端が軸
支されるとともに他方の保持部材に設けた回転モータに他端を接続される。
【０００５】
　上記構成の洗車機において、洗車機本体が前後方向に移動し、昇降モータの駆動によっ
てチェーンが周回して保持部材とともにトップブラシが被洗浄車両の上面に沿って昇降す
る。また、回転モータの駆動によってトップブラシが回転して被洗浄車両の上面が洗浄さ
れる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開平０９－３０９４１５公報
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　昇降部のチェーンは張力が低いと歯飛びやスプロケットからの脱落が生じる。このため
、下方の各スプロケットはバネにより下方に付勢され、チェーンに所定の張力が付与され
る。しかしながら、チェーンが経年劣化により伸びるとバネの付勢力が小さくなり、歯飛
びや脱落が発生して洗車機の信頼性が低い問題があった。
【０００８】
　本発明は、洗車機の信頼性を向上できる洗車機を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記目的を達成するために本発明は、被洗浄車両に対して前後に相対移動する洗車機本
体と、前記洗車機本体に設けられて被洗浄車両の洗浄または乾燥を行う洗車具と、前記洗
車具を昇降させる昇降部とを備え、前記昇降部が上下に配される一対のスプロケットと、
前記スプロケットに巻き掛けられるチェーンと、下方の前記スプロケットに取り付けられ
るとともに自重により前記チェーンに所望の張力を付与する錘部とを有したことを特徴と
する。
【００１０】
　また、本発明は上記構成の洗車機において、前記錘部の重心の鉛直上方に前記スプロケ
ットが配されることを特徴とする。
【００１１】
　また、本発明は上記構成の洗車機において、前記スプロケットと前記錘部とを連結する
ロッドと、前記洗車機本体に設けられて前記ロッドを上下に案内する案内部とを有したこ
とを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明は上記構成の洗車機において、前記案内部が前記ロッドを嵌挿する複数の
孔部を有することを特徴とする。
【００１３】
　また、本発明は上記構成の洗車機において、前記スプロケットの軸方向が前記洗車機本
体の移動方向に直交し、前記錘部が前記スプロケットの直径よりも前記洗車機本体の移動
方向に長いことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明によると、下方のスプロケットに取り付けられるとともに自重によりチェーンに
所望の張力を付与する錘部が設けられる。これにより、チェーンが伸びた際にチェーンの
張力が減少しないため、歯飛びや脱落を防止できる。したがって、洗車機の信頼性を向上
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態の洗車機を示す側面図
【図２】本発明の一実施形態の洗車機を示す正面図
【図３】本発明の一実施形態の洗車機のトップブラシの一側方を示す正面図
【図４】本発明の一実施形態の洗車機の錘部近傍を示す正面図
【図５】本発明の一実施形態の洗車機の錘部近傍を示す側面図
【図６】本発明の一実施形態の洗車機の錘部の金属板を示す上面図
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　以下に図面を参照して本発明の実施形態を説明する。図１、図２は本発明の一実施形態
の洗車機ＷＡを示す側面図及び正面図である。洗車機ＷＡはリモートパネル７及び洗車機
本体１を備えている。
【００１７】
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　リモートパネル７は被洗浄車両ＣＡの走行路Ｒに沿って配される。被洗浄車両ＣＡはリ
モートパネル７の面前で停車し、ユーザは被洗浄車両ＣＡ内からリモートパネル７の操作
によって洗車条件の設定を行う。
【００１８】
　リモートパネル７に設けたボタンにより、シャンプー、ワックス掛け、撥水コート等の
液剤を用いた洗車条件を設定することができる。また、リモートパネル７によってフロン
トガード有り、フェンダーポール有り、サイドミラー有り、リヤワイパ有り、ルーフキャ
リア有り等の装備品の設定もすることができる。
【００１９】
　洗車機本体１は左右の対向する２つのスタンド部９０と、スタンド部９０の上端を連結
する天井部９１とを有した門型に形成される。
【００２０】
　地面Ｇ上には左右一対のレール２が敷設され、スタンド部９０の底面に設けた車輪３が
レール２上に配される。これにより、洗車機本体１はレール２上に立設し、走行モータ（
不図示）の駆動によりレール２上を走行して被洗浄車両ＣＡに対して前後に移動する。
【００２１】
　スタンド部９０には洗剤やワックス等の各種液剤を貯液した複数の貯液タンク（不図示
）を収納するタンク収納部１７が配される。タンク収納部１７の上方には各貯液タンクか
らの液剤を分配する分配配管部１８が設けられる。分配配管部１８には噴射ノズルからな
る第１、第２浄水ノズル１１、１３、第１、第２洗剤ノズル１２、１５、撥水コートノズ
ル１４、ワックスノズル１６がそれぞれ電磁弁（不図示）を介して導出される。
【００２２】
　第１、第２浄水ノズル１１、１３は洗車機本体１の入口面１ａ側及び出口面１ｂ側にそ
れぞれ配され、被洗浄車両ＣＡに対して洗浄水を噴射する。第１、第２洗剤ノズル１２、
１５は洗車機本体１の入口面１ａ側及び出口面１ｂ側にそれぞれ配され、被洗浄車両ＣＡ
に対して洗剤を噴射する。撥水コートノズル１４及びワックスノズル１６は洗車機本体１
の出口面１ｂ側に配される。撥水コートノズル１４は被洗浄車両ＣＡに対して撥水コート
剤の液体を噴射する。ワックスノズル１６は被洗浄車両ＣＡに対して液体のワックスを噴
射する。
【００２３】
　洗車機本体１の一方のスタンド部９０の前面には操作パネル８が配される。操作パネル
８は洗車条件を設定するリモートパネル７と同様の操作ボタン（不図示）を備えている。
また、スタンド部９０の前面には車両形状センサ９が設けられている。車両形状センサ９
は光電センサや超音波センサ等から成り、洗車機本体１に進入する被洗浄車両ＣＡの車長
及び外面形状を検知する。
【００２４】
　洗車機本体１には気流を発生して被洗浄車両ＣＡを乾燥させるブロア２０が設けられる
。ブロア２０にはサイド送風ノズル２２及びトップ送風ノズル２１が接続される。サイド
送風ノズル２２は両スタンド部９０にそれぞれ設けられ、被洗浄車両ＣＡの側面に向けて
送風する。トップ送風ノズル２１は天井部９１に設けられ、被洗浄車両ＣＡの上面に向け
て送風する。トップ送風ノズル２１（洗車具）は後述する昇降部２５（図３参照）により
、昇降可能に形成される。
【００２５】
　洗車機本体１には被洗浄車両ＣＡ上に摺動してブラッシングするサイドブラシ５及びロ
ッカーブラシ６及びトップブラシ４から成る複数の回転ブラシが設けられる。サイドブラ
シ５は被洗浄車両ＣＡの側面及び後面を洗浄する。ロッカーブラシ６は被洗浄車両ＣＡの
両側面の下部を洗浄する。トップブラシ４は被洗浄車両ＣＡの上面を洗浄する。
【００２６】
　図３はトップブラシ４の右側方の概略正面図を示している。昇降部２５は左右のスタン
ド部９０（図２参照）にそれぞれ設けられる上下一対のスプロケット２６、２７を有して
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いる。スプロケット２６、２７は軸方向を洗車機本体１の移動方向に直交する左右方向に
配され、スプロケット２６、２７に無端のチェーン２９が巻き掛けられる。上方の各スプ
ロケット２７は左右に延びるシャフト２８ａにより連結され、シャフト２８ａには昇降モ
ータ２８が接続される。左右のチェーン２９にはそれぞれ保持部３０が設けられる。昇降
モータ２８の駆動によってチェーン２９が周回して保持部３０が昇降する。
【００２７】
　保持部３０には揺動部４０を介してトップブラシ４が保持される。一方の揺動部４０に
は回転モータ４１が配される。トップブラシ４は左右方向に延びる水平な回転軸を有し、
軸方向の一端の軸部４ａが回転モータ４１に連結され、他端の軸部４ａが揺動部４０に軸
支される。揺動部４０は軸方向の両端に配した軸部４０ａがそれぞれ左右の保持部３０に
軸支される。
【００２８】
　これにより、トップブラシ４（洗車具）は昇降部２５により昇降し、被洗浄車両ＣＡと
接触して前後方向に揺動するとともに回転モータ４１の駆動により回転して洗浄を行う。
【００２９】
　図４、図５は昇降部２５の下部の詳細を示す正面図及び側面図である。下方のスプロケ
ット２６は断面Ｌ字状の基台３５の側面部３５ａに設けた軸部３５ｃに回転可能に取り付
けられる。基台３５の下面部３５ｂには前後に並設される２本のロッド３１が取り付けら
れる。
【００３０】
　スタンド部９０には各ロッド３１が嵌挿される孔部３２ａ及び孔部３２ｂを有した案内
部３２が取り付けられる。案内部３２は正面視がコ字状に形成され、上壁及び下壁に孔部
３２ａ、３２ｂが形成される。これにより、スプロケット２６の前後方向及び左右方向の
揺動を防止することができる。また、チェーン２９が伸びた際に案内部３２によりロッド
３１が上下方向に案内される。
【００３１】
　前後のロッド３１の下端は平板状の連結部３３により連結される。連結部３３の前後の
両端部にはロッド３６が設けられる。連結部３３の下方にはロッド３６の一部を螺着して
形成されるストッパ３６ａが設けられる。
【００３２】
　ロッド３６には錘部３４が取り付けられる。錘部３４は一または複数の金属板３４ｂに
より形成される。図６は金属板３４ｂの上面図を示す。金属板３４ｂの両端部には長孔か
らなる挿通孔３４ａが設けられる。挿通孔３４ａは短手方向に延びて形成される。挿通孔
３４ａにロッド３６を水平方向から挿通してストッパ３６ａを螺着することにより、金属
板３４ｂから成る錘部３４が取り付けられる。また、ストッパ３６ａを外すことによって
錘部３４が着脱可能に設けられる。
【００３３】
　錘部３４の自重によってチェーン２９には最大許容張力よりも小さく、歯飛びまたは脱
落が発生しない張力が付与される。錘部３４が複数の金属板により着脱可能に設けられる
ため、所望の張力をチェーン２９に付与することができる。
【００３４】
　これにより、チェーン２９が経年劣化により伸びても、錘部３４によりチェーン２９に
付与される張力を一定にすることができる。このため、チェーンが伸びた際にチェーンの
張力が減少しないため、歯飛びや脱落を防止できる。
【００３５】
　この時、錘部３４の重心の鉛直上方にスプロケット２６が配される。これにより、スプ
ロケット２６の傾斜を防止することができる。これによりチェーン２９を安定して周回さ
せることができる。
【００３６】
　また、錘部３４がスプロケット２６の直径よりも前後方向（洗車機本体１の移動方向）
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に長く形成される。これにより、所定の自重を有する錘部３４の左右方向の幅を小さくす
ることができ、洗車機本体１を左右方向に小型化することができる。
【００３７】
　なお、トップ送風ノズル２１（図２参照）もトップブラシ４と同様の昇降部２５によっ
て昇降される。
【００３８】
　上記構成の洗車機ＷＡにおいて、リモートパネル７から所定の洗車設定を行い、所定の
位置に被洗浄車両ＣＡを停止させる。その後、洗車機本体１が被洗浄車両ＣＡの後方に向
かって移動し、サイドブラシ５、ロッカーブラシ６、トップブラシ４によって被洗浄車両
ＣＡの洗浄が行われる。トップブラシ４は車両形状センサ９の検知結果に基づいて昇降部
２５により昇降し、被洗浄車両ＣＡの上面を洗浄する。
【００３９】
　回転ブラシによる洗浄に続いて、洗車機本体１が前後方向に移動しながらトップ送風ノ
ズル２１、サイド送風ノズル２２によって被洗浄車両ＣＡの乾燥が開始される。この時、
トップ送風ノズル２１は車両形状センサ９の検知結果に基づいて昇降部２５により昇降し
、被洗浄車両ＣＡの上面を乾燥する。
【００４０】
　本実施形態によると、トップブラシ４（洗車具）及びトップ送風ノズル２１（洗車具）
が昇降部２５のチェーン２９により昇降する。また、昇降部２５は下方のスプロケット２
６に取り付けられるとともに自重によりチェーン２９に所望の張力を付与する錘部３４を
有する。これにより、チェーン２９が伸びた際にチェーン２９の張力が減少しないため、
歯飛びや脱落を防止できる。したがって、洗車機ＷＡの信頼性を向上することができる。
【００４１】
　また、錘部３４の重心の鉛直上方にスプロケット２６が配されるため、チェーン２９を
安定して周回させることができる。
【００４２】
　また、スプロケット２６と錘部３４とを連結する複数のロッド３１と、洗車機本体１に
設けられてロッド３１を上下に案内する案内部３２とを設けた。これにより、スプロケッ
ト２６の揺動を防止するとともに、チェーン２９が伸びた際に錘部３４とともにロッド３
１を容易に降下させることができる。
【００４３】
　また、案内部３２がロッド３１を嵌挿する複数の孔部３２ａ、３２ｂを有するので、ロ
ッド３１を案内する案内部３２を容易に実現することができる。
【００４４】
　また、スプロケット２６の軸方向が洗車機本体１の移動方向に直交し、錘部３４がスプ
ロケット２６の直径よりも洗車機本体１の移動方向に長い。これにより、洗車機本体１を
左右方向に小型化することができる。
【００４５】
　本実施形態において、昇降部２５によってトップ送風ノズル２１及びトップブラシ４を
昇降させる構成としたが、一方を昇降部２５により昇降して他方をワイヤー等により昇降
してもよい。また、回転ブラシ及び送風ノズルの一方のみを備えた洗車機ＷＡであっても
よい。
【産業上の利用可能性】
【００４６】
　本発明によると、回転ブラシまたは送風ノズルを無端のチェーンにより昇降させる洗車
機に利用することができる。
【符号の説明】
【００４７】
　　　１　　　洗車機本体
　　　２　　　レール
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　　　３　　　車輪
　　　４　　　トップブラシ（洗車具）
　　　４ａ　　軸部
　　　５　　　サイドブラシ
　　　６　　　ロッカーブラシ
　　　７　　　リモートパネル
　　　８　　　操作パネル
　　　９　　　車両形状センサ
　　１１　　　第２浄水ノズル
　　１２　　　第２洗剤ノズル
　　１４　　　撥水コートノズル
　　１６　　　ワックスノズル
　　１７　　　タンク収納部
　　１８　　　分配配管部
　　２０　　　ブロア
　　２１　　　トップ送風ノズル（洗車具）
　　２２　　　サイド送風ノズル
　　２５　　　昇降部
　　２６、２７　スプロケット
　　２８　　　昇降モータ
　　２８ａ　　シャフト
　　２９　　　チェーン
　　３０　　　保持部
　　３１　　　ロッド
　　３２　　　案内部
　　３２ａ、３２ｂ　孔部
　　３３　　　連結部
　　３４　　　錘部
　　３４ａ　　挿通孔
　　３４ｂ　　金属板
　　３５　　　基台
　　３５ａ　　側面部
　　３５ｂ　　下面部
　　３５ｃ　　軸部
　　３６　　　ロッド
　　３６ａ　　ストッパ
　　４０　　　揺動部
　　４０ａ　　軸部
　　４１　　　回転モータ
　　９０　　　スタンド部
　　９１　　　天井部
　　ＣＡ　　　被洗浄車両
　　ＷＡ　　　洗車機
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